
（６）感染症データ収集と情報基盤の整備

○ 感染症対応に必要なHER-SYSへのデータ入力を、都道府県等を通じて医療機関に依頼したが、対応ができない医療
機関が存在した。

○ 都道府県等が保有する感染者の検体や発生届等の情報について、感染者の臨床情報を組み合わせることで、重症化
リスクや、治療効果、ワクチン効果などを分析し対策に活かすことが期待されたが、個人情報保護法制の運用におい
て本人の再同意なくして第三者への情報の提供が認められるケースが必ずしも明らかではなかった（後に改善）こと
などから他の医療情報との円滑な連携が困難であった。また、国が保有する感染者の情報について外部の研究者が活
用することが困難だった。

○ HER-SYSによる発生届等の入力を強力に推進するとともに、危機時に情報を迅速に収集・共有・分析・公表すること
ができる情報基盤を整備し、サーベイランスを強化する。

＜具体的事項＞

○ 医療機関によるHER-SYSでの発生届を強力に推進するとともに、入院患者の状態等の入力も促進する。

○ 発生届等の情報と医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）等の他のデータベースの情報との連携や外部研究
機関への情報の提供等を可能とすることを検討する。

対応の方向性

課題

0

対応の具体策

＜情報基盤の強化＞
○ 情報基盤強化のため、医療DXの取組との整合性を図りつつ、医療機関による発生届の電磁的入力や、入院患者の
重症度等に係る届出（退院時の届出）等を強力に推進する。発生届等の感染症の疫学情報について、レセプト情報、
ワクチン接種情報等との連結分析や、匿名化した上で第三者提供を可能とする仕組みを整備する。
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参照条文

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第96号）による改正後の感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号） （抄） ※令和６年４月１日施行

（患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究）

第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出

により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報（以下「感染症関連情報」という。）について調査及び研究を

行う。

（国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供）

第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報（感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定め

る者（次条において「本人」という。）を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働

省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。）を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者で

あって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行う

ものに提供することができる。

一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務（特定の商品又は役務の広

告又は宣伝に利用するために行うものを除く。）

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する

法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することがで

きる状態で提供することができる。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければなら

ない。



匿名感染症関連情報の提供に関する有識者会議の設置について

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第96号）による

改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）の規定により、令和６

年４月１日から、厚生労働大臣は匿名感染症関連情報を第三者に提供することができること、また、提供を行う場合

には、他の所定のデータベースの匿名情報と匿名感染症関連情報とを連結して利用することができる状態で提供する

ことができることとなった。

○ これを踏まえ、匿名感染症関連情報の利活用に関し、専門的な観点から検討を行うことを目的として、厚生労働省

健康局長が参集を求める有識者により「匿名感染症関連情報の提供に関する有識者会議」を開催する。

背景・有識者会議設置の目的

（１）データ提供に係る事務処理及び審査基準

（２）その他データベースの利活用の運用に関する専門的事項

【検討事項のイメージ】

○ 相当の公益性の判断、データの提供先の範囲、提供する情報の範囲

○ 匿名加工のあり方、データの管理のあり方 等

有識者会議における検討事項

令和６年４月１日の施行に向けて、匿名感染症関連情報の提供に関し、ガイドラインを作成するなど、

データ提供や運用に関する事項を整理し、必要なシステム改修を順次実施予定


